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公益財団法人日本水泳連盟 

 学生委員長 三友 礼人 

 

大学生のスポーツ・インテグリティの向上について 
 

拝啓 時下、各校におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は、本委員会

の活動に対し、ご理解、ご協力をいただきまして誠にありがとうございます。 

 本委員会では、アンチ・ドーピング活動をはじめ、大麻・覚せい剤・危険ドラッグ等の薬物乱

用防止、並びに二十歳未満の飲酒禁止など法令遵守について指導を行って参りました。また、昨

今は様々なコンプライアンスの遵守が望まれる社会となり、セクシャルハラスメントやパワーハ

ラスメント等のハラスメント行為に対しても厳しい目が向けられています。そして、闇バイトや

オンラインカジノ等の新たな問題にも取り組まなくてはなりません。 

アンチ・ドーピング活動、薬物乱用の禁止については、各校におかれましても、学生への教育・

啓発活動がなされていることと存じます。本委員会加盟校の皆さんは、一人一人が意識を高め、

毅然とした態度で競技者として模範となるような行動をとってください。本連盟が推進しており

ます「アンチ・ドーピング活動」、厚生労働省、都道府県、（公財）麻薬・覚せい剤乱用防止センタ

ーが行う「ダメ、ゼッタイ。」のキーワードによる薬物乱用防止キャンペーンと連動し、健全なる

競技環境の整備に努めていただきたいと思います。 

さらに、飲酒に関しても、今一度社会的ルールを遵守し、不幸な事故が発生しないよう十分注

意し、行動するよう改めてお願い申し上げます。 

１．二十歳未満の飲酒は禁止 

２．酒の一気飲みは禁止 

３．飲酒の強要は禁止 

４．自動車、自転車等の運転者の飲酒は禁止 

５．酒の嫌いな者、体質的に受け付けない者もあることを十分に認識し、酒類以外の飲料を

用意する 

学生水泳界の益々の発展とその品位の向上のためにも、各校の部長、監督をはじめご指導に当

たられている皆様には、学生に対しより一層の注意喚起、ご指導をいただきますとともに、指導

者ご自身も健全な姿勢でご指導くださいますよう重ねてお願い申し上げます。 

敬具 
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日本水泳連盟 暴力行為等相談窓口 

 

大学スポーツ協会（UNIVAS） 相談窓口 

 

いざ、というときは迷わず相談を！ 自分の大学の相談窓口も探してみよう。 


